
京 都 市 情 報 公 開 ・ 個 人 情 報 保 護 審 査 会 答 申 個 第 ２ 号 の 概 要 

請 求 内 容 生活保護に係る保護経過記録票 

所 管 課 南区役所福祉部保護課 

所管課の決定 個人情報一部開示決定 

審査会の結論 実施機関が行った個人情報一部開示決定（ただし，実施機関が本件異議申立ての

一部について認容を予定している部分を除く。）は，妥当である。 

本件公文書の概要 保護経過記録票：異議申立人の生活歴，保護の要否及び程度の決定内容や決定の

根拠等が時系列に記録されている。 
所管課の主張 １ 異議申立人に係る関係者からの意見については，関係者の内心の情報であり，

当該関係者のプライバシーを侵害するおそれがある。 
２ 異議申立人が，生活保護の停止処分等に対する審査請求で争われている点につ

いての主張を行うに当たり，非開示部分が根拠となるものではなく，異議申立

人の審査請求における反論の機会を妨げるとは言えず，異議申立人の生命，身

体，健康生活又は財産を保護するため，開示することが必要である情報には該

当しない。 
３ 関係者からの情報提供のうち非開示とした部分については，関係者が実施機関

に対して，異議申立人との関係について内心を率直に表したものであり，開示す

ると，実施機関と関係者との信頼関係を損ない，今後，実施機関が当該関係者か

ら保護の実施に必要な情報を収集することが困難となり，適切な生活保護事務の

遂行に著しい支障を及ぼすおそれがあるため，条例第１６条第７号に該当する。

４ 関係機関からの情報提供のうち非開示とした部分については，関係機関が，主

観的要素を交えた異議申立人に係る評価や関係者との面談内容を，外部に開示し

ないことを前提として，関係機関の任意の協力により得られた情報であり，開示

すると当該関係機関との信頼関係を損なう等，今後，実施機関が保護の実施に必

要な情報を収集することが困難となり，適切な生活保護事務の遂行に著しい支障

を及ぼすおそれがあるため，条例第１６条第７号に該当する。 
５ 法人担当者の氏名の一部について，異議申立てを受けて再検討した結果，異議

申立人が知りうる情報であり，又は当該職員が職務上行ったやりとりが記録され

ているものであり，通常他人に知られたくないものとは認められず，法人の正当

な利益を明らかに害するものとも認められないため，開示すべきものであると判

断する。 
異議申立人の主張 １ 関係者からの意見は，当該関係者に係る個人情報ではないので，当該関係者の

プライバシーに該当しない。 
２ 非開示とされた内容は，京都府知事に提起している生活保護の停止処分等に対

する審査請求における反論に必要であり，異議申立人の生命，身体，健康生活又

は財産を保護するため，開示することが必要であると認められる情報であり，例

えプライバシー情報であっても非開示情報とはならない。 
３ 法人担当者の氏名は，異議申立人に係る個人情報であり，法人に係る技術上の

ノウハウ等の当該法人等の競争上又は事業活動上の地位を害する情報ではない。

４ 関係者及び関係機関からの情報提供については，条例第１６条第７号には「当

該関係者との信頼関係を損ない，今後の援助判断に必要な情報を収集できなくな



る」旨の規定がないため，同号の「事務又は事業遂行情報」には該当しない。 
また，京都市又は該当関係者が法律に違反する行為をしていない限り，信頼

関係を損なうことはあり得ず，今後の援助判断に必要な情報を収集できなくな

ることもあり得ない。 
京都市長は，信頼関係を損なうという抽象的な事由のみを主張するだけで，

異議申立人の生命等の保護に優先するような法的保護に値する蓋然性がないこ

とは明白である。 
また，これらの情報は，異議申立人に係る個人情報であり，当該関係機関に

係る技術上のノウハウ，営業上の秘密など当該法人等の競争上又は事業活動上

の地位を害する情報ではない。 
審査会の判断 １ 「関係者からの情報提供」部分については，関係者が実施機関に対して，異

議申立人との関係について内心を率直に表したもので，当該関係者のプライバ

シーを侵害するおそれがあるとともに，関係者との信頼関係を損ない，今後，

関係者が実施機関に対して率直な意見の表明や事実の説明をためらうことによ

り，実施機関が当該関係者から保護の実施に必要な情報を収集することが困難

となり，適切な生活保護事務の遂行に著しい支障を及ぼすおそれがあるため，

条例第１６条第２号及び第７号に該当すると判断する。 
２⑴ 実施機関は，非開示としている関係機関からの情報提供を行った担当者の

氏名について非開示の主張を維持していることから，主観的要素を交えた異

議申立人に係る評価や関係人との面談内容に関する発言を行った関係機関の

担当者名について，プライバシー性が高いものであると解していると認めら

れる。 
このため，「関係機関からの情報提供」及び当該情報提供を行った「関係

機関の担当者の氏名」については，条例第１６条第２号及び第７号該当性に

ついて，一体として考えるのが妥当であるものとして検討を行う。 
⑵ 当該非開示部分については，関係機関の主観的要素を交えた異議申立人に係

る評価内容等を含む発言部分及び当該発言を行った関係機関の担当者名であ

り，通常他人に知られたくないと認められるものであり，当該関係機関の担当

者のプライバシーを侵害するおそれがあるとともに，当該関係機関との信頼関

係を損ない，今後，実施機関が当該関係機関から保護の実施に必要な情報を収

集することが困難となり，異議申立人及び関係者と関係機関との間に無用の不

信感を生む等，適切な生活保護事務の遂行に著しい支障を及ぼすおそれがある

と認められるため，条例第１６条第２号及び第７号に該当すると判断する。 
３ 異議申立人の行っている京都府知事への審査請求は，実施機関が行った保護

の停止処分及びそれに至る各種の処分を争うものであるが，審査会において，

非開示部分を検討したところ，これらの審査請求の対象となる各処分の根拠と

なるものではなく，異議申立人の審査請求における反論の機会を妨げるような

内容ではないと判断する。 
 


